
規

則 

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
号 

 
 

 

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
通
知
等
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。 

３ 

法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
様
式
は
、
様
式
第
四
号 

 

の
と
お
り
と
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
様

式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
七
号
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
様
式
第
七
号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
様

式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」

に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二

号
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
を
様
式
第
十
二
号
と
し
、
様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

              



           

                       様
式
第
４
号
（
第
３
条
関
係
）

 

（
第
１
面
）
 

（
第
２
面
）
 

（
第
３
面
）
 
障

 
害

 
名

 

          要
再
認
定

 

 
         

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

        

 
 

 
 

 

 

 

身
 
体

 
障

 
害

 
者

 
手

 
帳

 

 

埼
玉
県

 
第

 
 

 
 

 
 

 
号

 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
交
付

 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
再
交
付

 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
生

 

氏
名

 埼
 

 
玉

 
 
県

 
 

印
 

写
 

 
真

 

 

無
帽
・
上
半
身

 

縦
４
㎝
×
横
３
㎝
 

 

住
所
 

保
護
者
氏
名
 

本
人

住
所
 

 

に
よ

る
級

別
 

旅
客
運
賃
減
額
  

続
柄

 



                                  

（
第
４
面
）
 

（
第
５
面
）
 

（
第
６
面
）
  

 

  
 

  

保
 
護

 
者

 
の

 
欄

 

 
 

    
 

 
 

本
 
人

 
の

 
欄

 

  

 

  

 

 

 

備
 
考

 

 

注
 

 
意

 
 
事

 
 
項

 
 

 

１
 
こ
の
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
更
生
し
よ
う
と
な
さ
る
方
に
は
、
国
、
都
道
府
県
、

市
町
村
な
ど
が
で
き
る
だ
け
の
お
世
話
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

 

２
 
医
療
や
生
活
や
職
業
な
ど
の
こ
と
で
相
談
さ
れ
た
い
と
き
や
、
つ
え
、
義
肢
な

ど
が
必
要
な
と
き
は
、
い
つ
で
も
近
く
の
福
祉
事
務
所
、
町
村
役
場
、
保
健
所
、

児
童
相
談
所
や
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
御
相
談
く
だ
さ
い
。
 

３
 
身
体
障
害
者
福
祉
司
、
児
童
福
祉
司
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
な
ど
が
訪
問
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
と
き
に
は
、
御
希
望
を
述
べ
て
御
相
談
く

だ
さ
い
。

 

４
 
こ
の
手
帳
は
、
な
く
さ
な
い
よ
う
に
大
切
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

 

５
 
住
所
や
氏
名
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
す
ぐ
に
変
更
の
届
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

６
 
こ
の
手
帳
を
万
一
な
く
し
た
り
、
使
用
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、
再

交
付
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

 

７
 
こ
の
手
帳
は
、
他
人
に
譲
っ
た
り
、
貸
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

 

 

変
更
事
項

 

変
更
事
項

 

年
 

 
月

 
 
日

 

年
 

 
月

 
 
日

 

年
 

 
月

 
 
日

 

年
 

 
月

 
 
日

 

年
 

 
月

 
 
日

 取
扱
機
関

 

取
扱
機
関

 



                                  

（
第
７
面
）
 

（
第
８
面
）
  
備

 
考

 

 

 
備

 
考

 

 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
及
び
精
神
保 

 

健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一 

 

年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
八
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行 

 

規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
。
次
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
省
令
」
と
い
う
。
） 

 

に
定
め
る
様
式
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
身
体
障
害
者
福
祉 

 

法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

改
正
前
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


